2010年12月5日

2010年12月度自治会運営会議事内容

1． 区・自治連から

（1） 宇喜田・小島地区自治連絡協議会第二回定例会開催のご案内

11月22日（月）19:00　北葛西コミュニティ会館　第一集会室

議題
１．研修旅行について


２．区長さんと葛西地区女性団体の集いについて

３．セィフテイーロード作戦について

４．その他

→　関根役員出席。上記２の参加費支払い。

（2） 違法駐車防止キャンペーン参加者依頼

11月23日（祝）9:50　西葛西駅北口広場
→　関根役員参加。

（3） スーパー堤防等の治水対策の促進を考える葛西の会の開催について

11月24日（水）19:00　葛西区民館　3階講座講習室

→　河本役員出席。

（4） 平成23年葛西消防団始式の挙行並びに新年懇親会の開催について

平成23年1月9日（日）

葛西消防団始式
14:00　タワーホール船堀5階大ホール

葛西消防団新年懇親会
16:30　タワーホール船堀2階平安・瑞雲の間




会費　8,000円


12月19日（日）までに同封はがきにて出欠を返信

（5） 平成22年度上半期の集団回収報奨金の振込みについて（通知）
11月26日振込み　報奨金額 3,780円

（6） 第62回人権週間行事「講演と映画のつどい」

12月10日（月）13:00開場13:30開演　江戸川区総合文化センター　小ホール

講演「疑惑は晴れようとも」　講師　河野　義行

（松本サリン事件被害者/NPOリカバリー・サポートセンター理事）

映画「声を聞かせて」

入場無料

（7） 新年顔合わせ会の開催について

平成23年1月6日（木）18:15開場　タワーホール船堀　2階　太陽の間

会費　5,000円/1人　12月9日（金）までに返信用ハガキで返送

（8） 宇喜田・小島地区自治連絡協議会「研修旅行開催について」

平成23年2月12日（土）～ 2月13日（日）

南伊豆の出湯と味覚、下田白浜温泉のんびりゆったりの旅

（静岡県下田市白浜海岸）

ホテル「伊豆急」

参加費　28,000円/1人（各町・自治会3名まで）

12月10日（金）まで同封ハガキにて参加･不参加を返信

2． スーパー堤防の要望書について
（１）スーパー堤防等の治水対策の促進を考える葛西の会出席結果（河本役員）

①署名「スーパー堤防などの壊れない強固な堤防整備を求める要望書」を200部受領。署名の締め切りは、12月13日（月）、葛西区民館に提出。

②会議の内容
1)葛西地区自治会連合会会長　西野会長あいさつ

　　　スーパー堤防をすすめるためには、署名が必要と考え、今回皆さんに集まっていただいた。

2)葛西事務所長あいさつ　弓場氏

　　　葛西事務所としてもサポートさせていただく。

3)スーパー堤防等の整備について　土木部長　土屋氏

　　　（スライドを交えて説明）

　　　事業仕分けからは、スーパー堤防は事業廃止と言われた。

　　　江戸川区はゼロメートル地帯であり、昭和22年キャスリーン台風なみの台風で、江戸川区は浸水の危険がある。

　　　スーパー堤防は、200～250メートル幅の堤防であり、通常の堤防と違って壊れにくく、避難場所として活用もできる。

　　　江戸川区だけで１兆円かかる。しかし、被害にあうと３４兆円の損害を被る。

4)今後の取り組みについて　星谷協議会長

　　　各自治会で署名活動していただきたい。

　　　江戸川区在住、もしくは在勤。世帯の３倍の人数の署名を目標としたい。葛西地域で5万世帯→15万名。

③会議終了後に、土屋部長に直接質問。

Q1:他に洪水対策はないのか？

→スーパー堤防計画は、もともと国が決めたものであり、それを守ってほしいということ。

河川事業は部署が異なり、私自身としては他の対案を出すものではない。

Q2:250メートル幅が必要ということは、その地域に住んでいる方は、移転になるのか？ 

→移転になる。また、同じ場所に戻る方法もあるが、ローリング方式にすれば、１度の移転で済む。

※ローリング方式・・・区画整理が終わったところに移転する。これを繰り返す。

Q3:もとの場所がいいという住民はいると思うが？

→それがあるので、ローリング方式は、なかなか困難で進まない。

ただ、温暖化により海水面が上昇している今のままでは、将来確実に江戸川区が浸水してしまうことになる。

（２）要望書の取り扱いについて、検討したい。（添付資料ご参照）
３．カレンダー交換会について

　・平成22年12月23日（祝）～平成22年12月30日（木）実施
　・掲示板下部にカレンダー置き場を設ける

　・案内用のポスター掲示

４．クリスマス飾りの後片付け

（１）クリスマス飾りの後片付けは例年通り12月26日（日）

５．正月飾りについて

（１）平成22年12月26日（日）～平成23年01月09日（日）実施
　　　・12月26日午前中にグレードアップ工事の施主検査予定

　　　　→26日午後、遅くとも27日から飾りつけ可能

　（２）飾りつけ内容

　　　・玄関前の門松飾りつけ

　・玄関ドアへの飾りつけ

　・玄関ホール内の鏡餅飾りつけ

　　準備　鏡餅（6,000円程度）、模造紙（紅白）

（３）後片付けは、1月度の運営委員会後に

６．新年会（グレードアップお披露目会）について

（１）平成23年1月16日（日）開催

（２）内容

　《午前の部》式典・餅つき・お汁粉振る舞い（参加費無料）
　　・会場：玄関エントランス前

　・タイムスケジュール・イベント
　・準備

　　広報→　ポスター掲示（1月1日）、案内状配布（1月9日）

　　餅つき→80名分

　　お汁粉振る舞い→　食材、調理器具、、お茶・コップ、箸・容器、机、ゴミ袋
　・当日運営

　　会場設営→

《午後の部》新年懇親会（参加費無料）
　・会場：新アスレチックルーム

　・開催時間：13：00～15：00

　・準備

　　飲み物→　酒類、ソフトドリンク

　　つまみ→　オードブル（仕出2万円程度）、乾き物、菓子（子供用）、ゴミ袋
　・当日運営

　　会場設営→
７．忘年会について
次回開催

1月度運営会議
　平成23年1月9日（日）13:00～15:00　集会室（予定）

以上
スーパー堤防の要望書　資料

（１）要望書

スーパー堤防などの壊れない強固な堤防整備を求める要望書

私たちが暮らす街・江戸川区は、東に江戸川、西に荒川が流れ、南は東京湾に面する「水辺豊かな街」です。しかし、これら大河川河口の低地で、高度経済成長期まで続いた地下水くみ上げにより著しく地盤が沈下しており、今では、陸地面積の約７割が海面より低いゼロメートル地帯となっています。

こうした土地柄から、荒川放水路開削の契機となった明治４３年の東京大水害、大正６年の高潮、昭和２２年のカスリーン台風、昭和２４年のキティ台風などの大水害にたびたび見舞われ、甚大な被害を被ってきました。

私たちの先人はこれらの大水害に立ち向かい、荒川・江戸川・新中川放水路の開削や堤防嵩上げ・強化などに取り組み、安全な暮らしが出来る地域を目指してきました。

しかし、昨今、全国各地で過去に例のない大水害が発生しています。そうした大洪水や高潮、大地震による堤防決壊から私たちの街・私たちの命を守るために、区内ではこれまで荒川右岸の小松川地区や平井七丁目地区でスーパー堤防が整備され、水害に強い安全・安心のまちづくりが進められてきました。

さらに、国土交通省と江戸川区が共同で進めてきている「江戸川沿いの蔵前橋通りとＪR 総武線に囲まれた北小岩一丁目地区や篠崎公園地区のスーパー堤防とまちづくり」は、私たちの街をさらに安全な街にするために、多くの区民が早期整備を望んでいます。

しかし、先般の行政刷新会議「事業仕分け」でスーパー堤防事業は『一旦廃止』との判断が示されたことは、私たちゼロメートル地帯の住民にとって容認できない出来事です。財政が厳しい中で様々な工夫や知恵を絞ることは当然ですが、既に５年以上にわたり対話が行われてきた両地区については、引き続き事業を進めていただくことが全区民の願いです。

ぜひ、ゼロメートル地帯の住民の声に耳を傾けていただき、堤防で固まれた水害に脆弱な私たちの街・江戸川区を、さらに安全・安心の街として子々孫々に引き継いでいくために、スーパー堤防などの壊れない強固な堤防整備・万全な治水対策を講じていただくよう、全区民の願いとして要望いたします。

江戸川区スーパー堤防整備促進区民の会会長

江戸川区連合町会連絡協議会会長西野博

（２）スーパー堤防事業　行政刷新会議「事業仕分け」ワーキンググループの評価結果

　　➀評価結果

事業廃止

事業廃止

９名

内容の見直しを行う
１名

予算要求の圧縮

１名（〜３０％ １名）

（注：重複あり）

②とりまとめ内容

現実的な天災害に備える視点に立ち入り、治水の優先順位を明確にした上で、事業としては一旦廃止をすること。

③評価者のコメント（評価シートに記載された特記事項）

・天災害に備える視点は持ちつつ、大きく事業を見直す(一旦廃止)。

・もっと現実的な災害防止に優先的に資金配分すべし。

・廃止になっているか、必ず、確認する。

・単純、無駄な事業だと思います。

・政治主導による河川公共事業の見直し(優先順位の)。

・B/C 算定根拠である住民避難率の0%というのはベネフィットの過大積算といえる。

・他の現実的な代替案を早急に策定した上で、廃止すべき。

・優先順位が低すぎる。

・より現実的な堤防のあり方を考えるべき。

・優先順位の明確化。

（３）スーパー堤防事業予算担当部局用論点等説明シート

・まちづくりと一体で行う堤防整備事業であるが、現在の整備率は5.8％。（このままのペースでは400年かかるとの指摘。）

・事業費が過大（137 億円／㎞）であり過剰な整備を行っているのではないか、実施箇所はどのように選定しているのかとの指摘。

・また、河川事業のＢ／Ｃ分析については、水系全体を対象として実施されており、個別の事業箇所毎の分析が行われていないことから、個別の事業箇所毎の新規事業の採否や継続事業の継続・中止の判断にあたり、Ｂ／Ｃ分析が十分に活用されているとは言い難い状況。特に、スーパー堤防事業は、河川の流下能力を向上させるものではなく、堤防の質的強化を図る事業であることから、上記Ｂ／Ｃ分析で用いる被害軽減効果測定の対象外であり、尚更検証が困難なもの。

・以上に鑑み、スーパー堤防事業については、個別箇所毎の明確な効果の測定など地元住民等に対する説明責任の手法を早急に確立する必要があるのではないか。仮に困難であるならば、区画整理・再開発等が事業開始の主目的と言わざるを得ず、事業計画を大幅に見直した上で、民間資金の活用による整備手法に移行すべきではないか。

（４）「スーパー堤防」、仕分けのあとの区の判断を問う

〜「廃止」とされても、区は「続行」の強行姿勢〜

2010年11月3日　いなみや須美　江戸川区議会議員

「スーパー堤防事業」が事業仕分けで「廃止」と判断され、余りに非現実的で、不要不急の事業であることが全国民に知れわたってから4日目の11月1日、江戸川区土木部は「多くの問い合わせをいただくが、このまま続行するので安心を」と記載した「まちづくりニュース」を地元住民に配布しました。

これまで繰り返し指摘してきたことですが、区土木部の考え以外は聞く耳を持たない、という悪しき体質が、この期に及んでも露呈した格好です。行政刷新会議の事業仕分けなぞ、痛くもかゆくもない、と言わんばかりですが、本事業は国と区との共同事業なのです。

区では現在、荒川左岸の小松川地区においてスーパー堤防事業が進行中です。すでに空地であった土地をスーパー堤防化して、その上に中学校を建設する計画であり、この事業を続行するというのであれば話はわからなくもありません。

しかし、ニュースが配布された「北小岩1丁目東部地区」のスーパー堤防事業と一体となった区画整理事業は、まだ事業認可も下りていません。もちろん、国と区との協定も結ばれていません。事業認可が下りてはじめて、協定が締結され、資金計画が動くことを思えば、本事業は新規事業であり、「一旦廃止」という分類に当然入るものでしょう。現段階では、国としての正式な決定ではない、と言いたいのでしょうが、仕分けに沿った政治判断がなされる可能性は極めて高い、と考えるべきではないでしょうか。

本地区は、東に江戸川堤防、南にJR総武線、北と西は千葉街道に囲まれた、東西160m、南北120m、1.4haの区画。家屋は70軒ほどで、居住者は255人。しかし、事業認可どころか都市計画決定すらしていないうちから区は用地買収を行い、19軒がすでに転居していきました。スーパー堤防も区画整理も買収を前提としない事業であるにも関わらず、住民の早期の生活再建のため、減歩緩和のため、を理由に、行政主導による江戸川方式で進めてきた経緯があります。

現在も20軒以上の住民の明確な反対の意思があり、この方々の所有面積は5割近くに及びます。強制的な直接施工はしない、と区は明言していますが、ならば、事業認可が下りたと仮定しても、肝心の換地処分など進むはずもなく、事業の成立は極めて難しいと判断すべきではないでしょうか。

このタイミングで区が事業続行のニュースを出したことは全く理解に苦しみます。区の説得に応じたり、結果的に追い出してしまうことになった方々への配慮でしょうか。では、今もそこに住む反対住民の心情をどうするのでしょうか。

すでに、当地でスーパー堤防化を図るために、区がその必要性の根拠として説明してきた要素が次々と崩れている事実もあります。今回の仕分けを機に、改めてどのようなまちづくりが必要なのか、一旦スーパー堤防事業と切り離し、住民と真摯に話し合う姿勢こそが求められます。

（５）ちょっと待った！　区を挙げてのスーパー堤防促進署名活動

～事実を知って冷静な判断を～

2010年11月26日　いなみや須美　江戸川区議会議員

25日、今年最後の第四回定例会が開会しました。

区長は招集挨拶の中で、先の事業仕分けに言及。仕分け結果について「憤っている」とし、22日に津川政務官に会い、北小岩と篠崎について事業を続行したい旨を伝えたところ、「最終判断ではないので、十分検討する」との回答を得たこと、現地視察を要請したことを紹介しました。

さらに驚くべきは、連合町会長連絡協議会会長を代表とする「江戸川区スーパー堤防整備促進区民の会」を立ち上げ、各地区の連合町会をはじめとする区内の各種団体88団体の代表者たちが中心となって「スーパー堤防などの壊れない強固な堤防整備を求める意見書」の署名活動が始まっているということです。目標署名数は10万筆とも聞こえてきます。

この運動について、区は、あくまでも区民が主体となったもの、としていますが、果たしてそうでしょうか。行政主導の署名活動であることは明らかです。ある地区の自治会では、署名用紙に添えられた自治会長名の通知文に「区からの要請があったので署名をお願する」と真実が記されています。

それにしても、区を挙げての、この常軌を逸した行動はどうしたことでしょう。なぜここまで本事業に固執する必要があるのか、全く理解に苦しみます。要望文のタイトルに「スーパー堤防などの」と「など」が入っていることが、いくらか正常とも受け止められますが、ならば、このような大げさな行動を起こす必要など全くありません。

事業仕分けで「廃止」との判定を受けた際、区は「命を仕分けられた」とのコメントを発表しましたが、何とも飛躍し過ぎです。なぜなら、零メートル地帯における治水事業が不要である、と仕分けされたものではなく、20年以上前にできた制度でありながら遅々として進まず、完成時期や総事業費、費用対効果が不明確である「スーパー堤防（という手法）を廃止すべき」としたものだからです。今後も治水対策が必要な地域については、これに替わる工法で河川整備を実施することに異論などあろうはずがありません。

これまで、江戸川区では、スーパー堤防事業を推進する理由の第一に、「国の治水事業である」ことを枕詞のように使って説明してきました。しかし、仕分けの結果を尊重して国の方針転換が図られる可能性は高いと考えることが相応であり、また、区内の予定地について、本事業が必要であるとしてきた根拠が崩れている事実もあります。

区がすべきことは、今回の判定を機に、本事業と一体として進める計画であった「まちづくり事業」についてはいったん凍結し、他の工法の検討も含めて国と調整すると同時に、当該住民とともに現実の対応を協議することです。　スーパー堤防は、ひとつの工法ではありますが、現実には、住民、自治体、国、それぞれに課題山積の事業であり、だからこそ、廃止の判定がなされたのです。要望文にある「全区民の願い」について、わたしたちはこれまでの調査から、全くそうではない、と考えます。

今定例会では、5つの会派が一般質問でスーパー堤防事業を取り上げます。わが会派からは木村長人さんが登壇。もちろん、区の課題を指摘します。

署名用紙を手にしたみなさん、区民代表の議会でどのような議論が交わされているのか、こちらにも大いに関心を持っていただき、どうぞ冷静な判断をしてください。
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